
　2023 年の新春を迎えるにあたり、謹んでお慶び申し上げます。

　会員の皆様には当所の諸事業に対しまして、日頃より一方ならぬご支援・ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

　さて、コロナ禍で落ち込んだ経済もようやく回復基調に転じたように感じましたが、依然力強さを欠き、業種や規模に

より回復度合いが異なる状況が続いています。

　また、国外の状況も複雑に作用し気の抜けない情勢が続いております。大島におきましても様々な構造的課題を抱える

なか、島外の時流の変化に対応しなければなりません。

　この様な大きな節目の状況下、大島町商工会といたしまして会員の皆様が将来について明るい希望を抱けるような、新

たな成長と発展へのお手伝いができるよう事業を推進して参りたいと考えておりますので、本年も一層のご指導・ご鞭撻

を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

　結びに、新しい年が会員の皆様にとりまして、輝きと飛躍に満ちた年となりますことを心よりお祈り申し上げまして、

年頭のごあいさつとさせて戴きます。 大島町商工会 会長　岡山　正宏

　１１月２８日（月）第４回理事会を開催し、審議された議
案はいずれも可決されました。
　また、手数料及び使用料等徴収規約の一部改正、大島
町プレミアム付商品券、インボイス制度の報告がありま
した。
●第１２号議案　令和４年度第１回更正予算について
　大島町プレミアム付商品券受託事業により収入・支
出共に増額となりました。
●第１３号議案　大島町商工会給与規程の一部改正の件
　東京都人事委員会、国の人事院は期末・勤勉手当
の年間支給月数の引上げを勧告しました。民間支給割
合と商工会等職員との支給水準の均等を図るため、期
末・勤勉手当の年間支給月数を 0.10 月分引上げ、
4.45 月といたしました。
●第１４号議案　大島町商工会育児休業及び介護休業等
に関する規程の一部改正の件
　改正理由は、育児・介護休業法が改正施行されてい
ることから法令を遵守するため改正するものです。
●第１５号議案　 会員加入の承認の件
　３件の新規加入がありました。
報告第１号　手数料及び使用料等徴収規約の一部改正
 の報告
報告第２号　大島町プレミアム付商品券について報告
報告第３号　インボイス制度についての報告

【理事の表彰】
　東京都商工会連合会会長より、理事１名に役員功労者
として表彰状が贈呈されました。
　◎表彰者　寺田牧人理事
　東京都産業労働局長より、理事３名に役員功労者とし
て感謝状が贈呈されました。
　◎表彰者　清水豊典理事　久城寿一理事　川島栄二
理事

　今後も役員として、商工会運営にご尽力いただきます。

新年あけましておめでとうございます。

令和４年度　第４回理事会開催

●令和４年分確定申告受付期間は 2023 年 2 月 16日～ 3 月 15日です！
　令和４年分の確定申告の時期が迫ってまいりました。申告の準備はお早めに。
●マイナンバーカードを作って e-Tax で電子申告しましょう！
　青色申告の方で一定の条件を満たしている方は電子申告をすることで 65 万円の青色申告特別控除が受け
られます。マイナンバーカードをまだ作成していない個人事業者様は申告前に作成しておくことをお勧めい
たします。（e-Tax 以外での申告では 10 万円または 55 万円の控除額となります）

〈商工会へ申告書の作成を依頼される方へおねがい〉
　マイナポイント事業等と重なり、窓口の混雑が予想されます。そのため、申告期限間際に依頼を頂きますと、
申告書類の作成に通常よりも時間を要することが見込まれます。商工会に申告書類の作成を依頼される方は
お早めに書類を提出いただきますようお願いいたします。

確定申告について

　既にご存知の方も多いかと思いますが、いよいよ本年 10 月より消費税のインボイス制度がはじまります。
すべての事業者に関わるこの制度、制度開始と同時に登録を完了させるためには 3 月中に申請を行う必要が
あります。
　まだ判断をされていない事業者様へ、インボイス制度への登録の必要性について簡単に示したものが以
下の図になります。

「なぜ登録がおすすめなのか？」「インボイス制度についてもっと詳しく知りたい」「うちは登録した方がいい
のか？」「申請書の書き方がわからない」等のご相談は商工会にていつでも対応いたします。お気軽にお問
い合わせください。
・インボイスへ登録申請した方…準備をお願いします！
　インボイスに対応した請求書（領収書）を作成するためには、従来の記載事項に加えて下記の項目を記載
する必要があります。
・インボイス登録番号
・適用税率 (※)
・税率ごとに区分した消費税額等 (※)
（※既に記載している場合には改めて記載する必要はありません）
　インボイスに登録していても、要件を満たさなければ税額控除として使用できません。
従来の請求書（領収書）に手書きや印鑑での記載でも問題ありません。レジの改修や印鑑の作成が必要な
場合、時間を要することも想定されますのでお早めの準備をお勧めいたします。

インボイス制度について

・制度開始時に登録完了の為には3月末までに申請が必要です！

令和 5 年 1 月 1 日発行

No.219

No.219 令和 5 年 1 月 1 日発行

謹
賀
新
年



No.219 令和 5 年 1 月 1 日発行

プレミアム付商品券を購入して地域でお買物！

　大島町では、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた事業所支援
事業として、島内の小売店・飲食店で使えるプレミアム付商品券を発行
しました。
商品券を購入して地域でお買物をしましょう。

　

　購入・利用は令和５年１月２７日（金）までですので、まだ購入されて
いない方は今すぐ　購入！（先着順のため、売り切れの場合があります）

小規模事業者持続化補助金
（一般型）のご案内

【小規模事業者持続化補助金とは？】
　小規模事業者が自らの経営を見つめ直し、事業の持続的
な発展に向けて経営計画を作成して販路開拓等に取り組む
際の経費の一部を補助する補助金です。計画に沿って取り
組む費用の２／３を補助します。
（この補助金には申請内容審査による採否がありますのでご
留意ください）

【どんなことに使えるの？】
　売上を伸ばすための様々な取り組みに使えます。
　販促用のチラシ・パンフレットの作成、ホームページの制
作、WEB 広告、販促宣伝活動、店舗改装などに使えるなど、
とても使い勝手のいい補助金です。

【どんな事業者が対象？】
　商工会の管轄地域内で事業を営む小規模事業者（個人・
法人）で、常時使用する従業員の数が 20 名以下の事業者
（ただし、卸売業・小売業と宿泊業、娯楽業以外のサービ
ス業であれば 5 名以下）です。

【補助上限額は？】
５０万円（補助率は補助対象経費の２／３）

【締め切りは？】
令和５年　２月下旬頃（予定）

※申請には事前に計画書の作成が必要です。
　余裕をもってご相談下さい。

キャッシュレス導入しませんか？

　商工会では、会員様がお得にご利用できる「タイムズペイ」を提供してい
ます。
　初期導入費用や利用料は０円、手数料はキャッシュレスを利用した分のみで
す！（キャッシュレス決済がない月の費用は発生しません！）
　タイムズペイでは、各種クレジットカードや交通系 ICカードなどがご利用い

ただけます。ネット環境など他に準備するも
のは一切ありません！ 登録や運用のサポート
も商工会で承ります。
　導入を検討されます事業者様はお気軽に
ご相談ください。
　※登録にメールアドレスが必要になります

プリペイドカード商品券　１人 10,000円まで購入

最大 20,000 円分がもらえるマイナポイントの申込期限は、
2023年 2月末まで！
商工会では、マイナポイント申込のサポートをしています。
マイナポイントは選んだ決済サービスのポイントとして付与されます。
申込期限は 2 月 28 日（火）予定です。まだ申込していない方はお早めに商工会にお越しください！

【持ち物】
①マイナンバーカード
②マイナンバーカード交付時に設定した 4 桁の暗証番号
③希望するキャッシュレス決済サービスの IDとセキュリティコード
④マイナンバーカードと同名義の通帳・キャッシュカード等
　（金融機関・支店名・口座種別・口座番号・口座名義が分かるもの）

※キャッシュレス決済サービスがない方、普段の買い物で現金しか使わない方もご相談ください！

経理の仕事をする方
必見 !!
大島で日商簿記
　　取得しませんか？

第 163 回簿記検定を2月 26日 ( 日 )に実施し
ます。（主催　日本商工会議所）
　　　　　　 3 級　　　　　　2 級
時　　間 午前 9 時～　午後 13 時 30 分～

受 験 料 2,850 円　　4,720 円

試験会場 大島町役場 1F　和室

申込期間 1 月 11 日 ( 水 ) ～ 1 月 27 日 ( 金 )

申 込 先 大島町商工会

【問い合わせ】2-3791（担当黒木）

10,000円で 13,000円のお買物

　タイムズペイでは、各種クレジットカードや交通系 ICカードなどがご利用い


